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自治体におけるこども政策について
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本日のアウトライン

• 自治体こども計画策定支援

• こども・若者の意見反映

• 地域の少子化対策・若者の将来設計（ライフデザ

イン）支援

• こども未来戦略「加速化プラン」
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自治体こども計画策定支援について
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 こども基本法は、こどもに関する様々な取組を講ずるに当たっての共通の基盤として、こども施策の基本理念や基本となる事
項を定めた包括的な基本法。

 同法においては、以下のとおり、地方公共団体の責務や、地方公共団体に対する義務の定めがある

【第５条】 地方公共団体の責務
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内に
おけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する

【第10条】 都道府県こども計画、市町村こども計画の策定（努力義務）
 都道府県は国のこども大綱を勘案し、また、市町村は国のこども大綱と都道府県こども計画を勘案し、それぞれ、こども計
画を定めるよう努めるものとする（こども計画の策定・変更時は遅滞なく公表すること）

 各計画は、既存の各法令（※）に基づく都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成することが可能
※子ども・若者育成支援推進法第９条、子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条等

【第11条】 こども等の意見の反映
 地方公共団体（※）は、こども施策の策定・実施・評価するに当たり、こどもや子育て当事者等の意見を聴取して反映さ
せるために必要な措置（例：こどもや若者を対象としたパブリックコメント、審議会・懇談会等の委員等へのこどもや若者の参画促進、
SNSを活用した意見聴取等）を講ずるものとする
※ 「地方公共団体」とは、地方自治法に基づく普通地方公共団体及び特別地方公共団体を指し、議会や執行機関のほか、法律の定める
ところにより置かれる委員会（例：教育委員会）や、法律又は条例の定めるところにより置かれる附属機関が含まれると解される

 具体的な措置、意見聴取の頻度等は、個々の施策の目的等に応じて様々であり、地方公共団体の長等は、当該施
策の目的等を踏まえ、こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こどもの最善の利益を実現する観点
から、施策への反映について判断

 聴取した意見が施策に反映されたかどうかについて、こどもにフィードバックすることや広く社会に発信していくことが望ましい

【第13条、第14条】 関係機関・団体等の有機的な連携の確保（努力義務）
 地方公共団体は、こども施策の適正かつ円滑な実施のため、こどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の
確保に努め、また、連携の確保に資するための情報通信技術の活用などを講ずるよう努めるものとする

施行日：令和5年4月1日こども基本法（地方公共団体関係部分）
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施行日：令和5年4月1日都道府県こども計画、市町村こども計画とは

6

こども基本法上の位置づけ

（都道府県こども計画等）

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画

（以下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規

定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定す

る市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

こども大綱上の位置づけ

第２ こども施策に関する基本的な方針

（６）施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携を重視する

こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方公共団体であり、国は、地方公共団体と密接に連携しながら、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公共団

体の視点を共有しながら、こども施策を推進する。多くの地方公共団体において、地域の実情に応じた自治体こども計画が策定・推進されるよう、国において支援・促進

する。

第４ こども施策を推進するために必要な事項

３ 施策の推進体制等

（３）自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携

（自治体こども計画の策定促進）

こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村

こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できるこ

ととされており、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすることなどが期待されている。

こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を積極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する

情報提供・働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。



～こども政策推進事業費補助金（自治体こども計画策定支援事業）～

 自治体が行うこども計画策定に向けた地域の実情を把握するための実態調査、調査結果を踏まえた
こども計画の策定経費に対し支援するもの。早期にこども計画の策定を進める地方自治体を重点的に
支援する。（本補助金は令和８年度までを想定。）また、補助事業実施自治体含め、全国の好事
例を調査し、広く横展開を図る。

 補助基準額 都道府県：５，０００千円 市町村：３，０００千円

 補助率 １／２（国庫補助上限額 都道府県：２，５００千円 市町村：１，５００千円）

 国予算 令和５年度当初予算 ０.７億円
令和５年度採択自治体（交付自治体数38、事前協議自治体数423）

令和６年度当初予算 ０.７億円（令和５年度補正予算１.３億円）
令和６年度採択自治体（交付自治体数151、事前協議自治体数427）

令和７年度当初予算（案） ０.７億円（令和６年度補正予算０.７億円）

施行日：令和5年4月1日都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(1)
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～こども政策推進事業費補助金（自治体こども計画策定支援事業）～

施行日：令和5年4月1日都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(2)
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（補助メニュー１）自治体こども計画策定に向けた調査等

（補助メニュー２）調査結果を踏まえた自治体こども計画の策定 

① こども・若者の意識調査、こどもや子育て当事者等からの意見聴取等、地域住民の意向等を把握
するための調査

② 子どもの貧困に係る調査、子ども・子育て支援事業計画に関するニーズ調査等、個別の調査を
複数行い、全体としてこども大綱を勘案した内容となる調査

③ ①及び②の調査結果に基づき、課題の整理や施策の方向性を検討するための分析及び支援
ニーズに応えるため地域に現存する資源量の把握

① 自治体こども計画の策定に向けた検討会議等の運営
② 計画案に対するこども又はこどもを養育する者その他関係者の意見を反映させる機会の確保など
（例：対面やオンラインでの意見交換、パブリックコメント、検討会議等へのこどもや若者の参画など）

【留意点】
ア 上記①～③に掲げる調査等のうち、原則として、自治体こども計画以外の計画策定のための個別の調査・取組のみを行う場合には本事業の対象とはならない。
（自治体こども計画策定のための調査を複数年度かつ複数の調査方法にて行う場合、実施計画書にその旨を記載すること。交付対象は当該年度分の経費のみが

 対象となる。）
イ 実態調査・分析等に当たっては、必要に応じて、外部有識者や地域の実情に知見を有している民間団体の協力を得るなど、効率的な実施や有効な調査・分析結果 
が得られるよう創意工夫に努めること。

【留意点】
ア 常にこどもの最善の利益を第一に考え、こども施策担当部署だけではなく、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関と幅広く意見交換を行い、計画の策定 
を進めること。

イ 庁内関係部署やその他関係機関、ＮＰＯ等の民間団体との有機的な連携の確保に努め、多様な意見の聴取に努めること。
ウ 必要に応じＫＰＩ等を設定し、効率的な運用となるよう努めること。
エ 聴取した意見については、反映した意見、未反映となった意見、未反映となった理由について整理しフィードバックするよう努めること。
オ 計画がこども・若者にとってわかりやすいものとなるよう努めること。



自治体 こ ど も 計画策定の た め の ガ イ ド ラ イ ン
都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(3)
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こども大綱

（自治体こども計画）
都道府県こども計画

（自治体こども計画）
市町村こども計画

勘案

こども・若者の健やかな成長への支援、少子化対策、こどもの貧困対策など、幅広いこども政策に関する基本的な方針と
重要事項等を一元化

〇各法令等に基づくこどもに関する計画等を一体のものとして作成することができます。
（例）・子ども・若者育成支援推進法第９条に規定する、都道府県/市町村子ども・若者計画

 ・こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条に規定する、都道府県/市町村計画
 ・次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県/市町村行動計画
 ・子ども・子育て支援法に基づく都道府県/市町村子ども・子育て支援事業計画 等
※各法令等において記載すべき事項等とされている事項を盛り込む必要があります。

〇関連計画等を一体的に作成することにより以下が期待されます。
①こども施策に全体として横串を刺すこと
②住民にとってわかりやすいものとなること
③自治体行政の事務負担の軽減

〇地域の実情に応じて個別に計画を作成し、それらを相互に関連計画として位置付け、内容
 に応じて適宜参照しあうなど整合を図ることで、それらの計画を自治体こども計画と位置付け
 ることも可能です。
〇こども・子育て事業債は、自治体こども計画へ位置付けた事業が対象です。

〇こども基本法第10条において、
・都道府県は、こども大綱を勘案して「都道府県こども計画」を作成
・市町村は、こども大綱・都道府県こども計画を勘案して「市町村こども計画」を作成

 する努力義務が課せられています。
〇本ガイドラインでは、地方自治体が自治体こども計画策定にあたり必要な基礎事項や留意点、事例等を
 取りまとめています。

勘案

令和6年5月公表



都道府県こども計画、市町村こども計画の策定支援(4)
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調 査 策 定 完 成 推 進事 前 準 備
工程

自治体こども計画策定の工程と
ガイドラインの記載事項

・計画完成までのスケジュールの検討について（どういった工程が想定されるか。）
・検討体制、協議会の構築について   ・庁内、庁外との連携について
・自治体こども計画と一体とできる計画について ・予算（想定される費目）の確保について

   

・調査の手法、工夫について
・こども・若者、子育て当事者への意見聴取、意見のフィードバックについて
・外部委託する場合の留意点について

・上位計画、関連計画との
整合について
・協議会等の開催について

・目標の設定について
・計画の推進体制、評価、見直しについて

（参考）

こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン
～こども・若者の声を聴く取組のはじめ方～

https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline

〇各工程ごとに取り組むべきことについて、「概要」、「ポイント」、「自治体における事例」を記載。
〇複数のこども関係計画を一体的に策定した事例や、こども・若者等から積極的に意見を聴取する事例も掲載。

（参考）

自治体こども計画策定のためのガイドライン

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-keikaku/

自治体の皆さまへ：
詳細は、下記ＵＲＬをご参照ください。
自治体こども計画を策定されましたら、こども家庭庁までお知らせください。
こども家庭庁では、自治体こども計画の策定状況をホームページなどで情報発信していきます。



こども・若者の意見反映について
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 R4、R5年度の調査研究結果をもとに、若者世代や現場の行政職員含む有識者会議の下で「案」を作成。
こども家庭審議会基本政策部会の下に置かれた、こども・若者参画及び意見反映専門委員会での議論と
パブコメを経て、こども家庭庁作成のガイドラインとして発出。

 これはあくまで第1版。 全国での取組の進展に合わせて、各府省庁や自治体等の声を聴きながら見直
しを行うことを想定。

 また、こども・若者の意見反映の在り方は、このガイドラインで示している方法がすべてではない。施策
や地域特性、こども若者一人ひとりの状況やニーズに応じて、適切な方法は異なるため、ガイドラインを
参考にしつつ、こども・若者の声を聴き、より良い方法をつくっていくもの。

ガイドラインの位置付け

章立て

第1章 意見反映の意義と背景
なぜ意見を聴くべきなのか、こども基本法の理
念や規定、意見反映の意義等について説明

第２章 意見反映のプロセスと進め方
意見を聴く取組の企画からフィードバックまで、
プロセスの基本的なサイクルを示し、各段階の
ポイントや留意点を説明

第３章 声を聴かれにくいこども・若者の
意見反映

特に声を聴かれにくいこども・若者の意見を聴
く意義、必要な配慮や工夫について説明

＜目的＞
 こども・若者の意見反映について、正しく理

解していただき、担当部局はもちろん、庁内
全体の取組の動機付けとなること

 まだ取組んでいなければ1歩を踏み出してい
ただく、すでに取り組んでいるなら、より良
い在り方を見出していただくこと

＜特徴＞

 そのため、できるだけ具体的な事例、実践か
ら得られた知見、こども・若者自身の生の声
などを紹介。

目的と特徴

こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン（１）
https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline
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こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン（２）

こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン＜資料集＞●

● こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン＜概要版（取組ポイント）＞

ガイドラインを作成するにあたって参考にした、こども・若者の意見聴取・意見反映等について先進的な取組を行う地方自治体を紹介しています。

こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン●

これから取組をはじめる職員も、はじめている職員もイチから分かるこども・若者の意見反映の実践方法をまとめた資料です。

ガイドラインの全体版です。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/98ade0f0-d9dd-43a9-b6c9-7400316f4167/83199c5e/20240321_policies_iken_ikenhanei-guideline_07.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/98ade0f0-d9dd-43a9-b6c9-7400316f4167/f78107c3/20240321_policies_iken_ikenhanei-guideline_06.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/98ade0f0-d9dd-43a9-b6c9-7400316f4167/67825f7e/20240321_policies_iken_ikenhanei-guideline_01.pdf


（*1）こども家庭審議会（こども家庭庁） 
（*2）税制調査会（内閣府）、こども家庭審議会（こども家庭庁）、教科用図書検定調査審議会（文部科学省）、厚生科学審議会（厚生労働省）、

中央環境審議会（環境省）
（*3）規制改革推進会議（内閣府）、こども家庭審議会（こども家庭庁 ）、情報通信行政・郵政行政審議会（総務省）、科学技術・学術審議会（文部科学省）、

スポーツ審議会（スポーツ庁）、がん対策推進協議会（厚生労働省）、食料・農業・農村政策審議会（農林水産省）、農漁業保険審査会（農林水産省）、
産業構造審議会（経済産業省）、中央鉱山保安協議会（経済産業省）、臨時水俣病認定審査会（環境省）

（*4) 一例として、税制調査会（内閣府）、こども家庭審議会（こども家庭庁） 、独立行政法人評価制度委員会（総務省）、法制審議会（法務省）、中央教育審議会（文部科学省）、
スポーツ審議会（スポーツ庁）、文化審議会（文化庁）、社会保障審議会 （厚生労働省）、食料・農業・農村政策審議会（農林水産省 ）、産業構造審議会（経済産業省）、

 総合資源エネルギー調査会（資源エネルギー庁 ）、工業所有権審議会（特許庁）、国土審議会（国土交通省）、中央環境審議会（環境省）など。

審議会等 懇談会等行政運営上の会合

委員 専門委員等 有識者等

総数 1,883人
（130審議会等）

7,120人
（130審議会等）

3,848人
（329懇談会等）

10代・20代

全体に占める割合

６人（１審議会 *1）

0.32％
12人（５審議会等 *2）

0.17％
６人（４懇談会等）

0.16％

30代以下

全体に占める割合

21人(11審議会等 *3)
1.12％

107人（33審議会等 *4）
1.52％

71人（46懇談会等）
1.85％

（令和６年４月１日現在）

こども大綱等を踏まえた審議会・懇談会等におけるこども・若者委員の登用に関する調査結果（概要）
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こども・若者意見反映サポート事業(1)

15

地方公共団体（都道府県、市区町村）国（こども家庭庁）

１．目的・概要

２．事業スキーム

こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体に対しても義務付
けています。
こども・若者からの意見聴取の場においては、こども・若者の意見を引き出すファシリテーターを活用するなどして、こども・若者が安心して
意見を表明することができる場をつくることが重要である一方で、地方公共団体からは、そうしたファシリテーターを確保できないとの御意見
が寄せられています。こうした状況を踏まえ、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プロセスに
ついての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行うことで、 地方公共団体における意見反映の取組を推進します。

*実施可否は依頼内容を踏まえて、決定いたします。

意見聴取に必要な一連の準備
（資料作成・事前説明・場づくり）

サポート自治体の決定*

ファシリテーターの派遣/こども家庭庁職員による解説・説明会等

事例の公表/他自治体への周知

**派遣先自治体の御意向を踏まえて、調整いたします。

サポートの依頼

意見聴取の場の実施

意見反映プロセスについて説明・相談

意見聴取の場づくりや一連のプロセスに係る事前の相談対応

意見反映の検討

他自治体から
の視察受入**

一連の取組について報告

意見聴取実施を踏まえた事後的な情報交換・情報共有

意見反映プロセス



こども・若者意見反映サポート事業(2)
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３．サポート実施自治体一覧

自治体名 実施日 実施内容 当日参加者 派遣人数
1 山梨県 R5.11.27 ・「山梨県こども計画」策定に向けた意見聴取 24人（小～大学生） ・ファシリテーター     ４人

・こども家庭庁職員 ２人

2 東京都大田区 R5.12.6・13 ・児童館を活用したこどもの居場所づくり、地域の子育て
環境の充実などの検討

30人（小学生） ・ファシリテーター     ８人
・こども家庭庁職員  ６人

3 宮城県 R6.1.24 ・県施策（こども政策への意見の聞き取りについて、痴漢

撲滅に向けた方策、ネット非行と被害防止対策）について

の意見聴取

14人（中～大学生） ・ファシリテーター     ２人
・こども家庭庁職員 ３人

4 滋賀県近江八幡市 R6.2.7 ・放課後児童クラブについて
・こどもの意見を聴取する場づくりをはじめとする意見反映
の仕組みの構築を目指したモデル事業

37人（小学生） ・ファシリテーター     ４人
・こども家庭庁職員  ２人

5 福井県 R6.６.16 ・居場所について
・年間を通じた継続事業のキックオフ回

24人（15～18歳） ・ファシリテーター ３人
・こども家庭庁職員 3人

6 大阪府堺市 R6.7.27 ・「堺市子ども読書活動推進計画」改定に向けて、こどもの
視点に立った読書活動を推進するための意見聴取

18人（小・中学生） ・ファシリテーター 4人
・こども家庭庁職員 3人

7 宮崎県都城市 R6.8.2～8.3 ・こども計画を策定するに当たって、こどもの意見を聴取す
る手段の一つとしてワークショップを実施

４人(高校生世代～30
代)
６０人（小・中学生）

・ファシリテーター ５人
・こども家庭庁職員 ５人

8 愛知県大治町 R6.9.7 ・町内にあるちびっこ広場（公園）に設置する遊具の検討
のための意見聴取

29人（未就学児・小学
生）

・ファシリテーター ５人
・こども家庭庁職員 ３人

9 岡山県西粟倉村 R6.10.23 ・こども計画を策定するに当たって、ワークショップを実施 ９人（中学生） ・ファシリテーター ３人
・こども家庭庁職員 2人

10 岩手県一関市 R6.11.1、11.2 ・こども計画の作成等に当たって、意見聴取 12人（小学生）
25人（小・中学生）

・ファシリテーター 6人
・こども家庭庁職員 4人

11 香川県 R6.12.6、12.7 ・こども計画の策定及びこども食堂運営の改善に向けて、
より良い居場所づくりとこども食堂の実現を目指した意見
聴取

11人（小学生）
15人（小・中学生）

・ファシリテーター（6日）2人
（7日）3人
・こども家庭庁職員 3人

*実施済み案件のみ掲載。



17

＜募集チラシ抜粋＞※山梨県作成
実施概要

＜当日の様子＞

「こども・若者意見反映サポート事業」の第一弾として、令和５年１１月２７日（月）に山梨県へファシリテーターとこど
も家庭庁職員を派遣しました。

 目 的 :   「山梨県こども計画」策定に向けた意見聴取

 担 当 部 局 ： 山梨県子育て支援局子育て政策課

 当日参加者： 24人（小学生から大学生まで）

 派 遣 人 数 ：   ファシリテーター     ４人
こども家庭庁職員  ２人

 質問した内容：

 県内市町村からの視察*：県内６市町

*意見交換の様子のZoom配信およびこども家庭庁職員

 によるポイント解説・質疑応答

あなたのまわりの人たちが幸せに生きていくた
めに必要な「もの」や「こと」は何だと思います
か？ など

こども・若者意見反映サポート事業(3)～山梨県の事例～



こども意見ファシリテーター養成講座
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地域の少子化対策・

若者の将来設計（ライフデザイン）支援
について

19



結婚新生活支援事業（補助率：2/3、 1/2 ）
自治体が行う結婚新生活支援事業(結婚に伴う新生活を経済的に支援(家賃、引越費用等を補助)する取組）を支援
【対象世帯】 夫婦ともに39歳以下かつ世帯所得500万円未満
【対象費用】 婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用
【補助上限】 夫婦ともに29歳以下：60万円 夫婦ともに39歳以下(左記を除く)：30万円

地域少子化対策重点推進事業（補助率： 3/4、 2/3、 1/2 ）

結婚支援
コンシェルジュ事業

都道府県に、結婚支援の専門的な
知見を持つ者をコンシェルジュとして配
置し、自治体の結婚支援を技術面・
情報面から支援するとともに、国・自
治体・地域の連携を強化

結婚、妊娠・出産、子育てに温かい
社会づくり・気運醸成事業

地域少子化対策重点推進交付金
令和７年度当初予算案 10.0億円 （令和６年度補正予算 83.0億円）

自治体が行う以下の事業を支援

ライフデザイン・結婚支援
重点推進事業

・自治体間連携を伴う取組
・若い世代の描くライフデザイン支援
・結婚支援事業者との官民連携型結婚支援
・AIを始めとするマッチングシステムの高度化・地域連携
・地域の結婚支援ボランティア・事業者等を活用した
伴走型結婚支援の充実

補助率3/4
・自治体間連携を伴う取組
・地域全体で結婚・子育てを応援する
気運醸成
・育児休業取得と家事・育児分担の促進
・子育てと仕事の両立と多様な働き方の促進
・ICT活用、官民連携等による結婚支援等の
更なる推進のための調査研究

・上記以外の事業 ・上記以外の事業

○ 都道府県主導型市町村連携コース（補助率：2/3）※左記以外は一般コース（補助率：1/2 ）

都道府県が主導し、管内市町村における取組の面的拡大を図りつつ、地域における切れ目ない結婚・子育て支援体制の構築を促進

新

補助率3/4 補助率2/3

補助率1/2補助率2/3

新
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【主な対象経費】 講師や受入家庭への諸謝金、会場使用料、受入家庭の募集・マッチングに関する費用 等

重点メニュー ② （補助率3/4）

～若い世代の描くライフデザイン支援～

将来の様々なライフイベントに対応できる知識・情報（結婚、子育て、ワーク・ライフ・バランス等）を習得するセミナーやワーク
ショップを実施したり、乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換などを通じて結婚・子育てに対する理解を深めたり
すること等により、若い世代が希望を持ってライフデザインを描けるように支援する取組

取組例① ライフデザインセミナー

○将来の様々なライフイベントに柔軟に対応できるよう、必
要な知識・情報を総合的に習得する機会を提供

○将来のライフデザインを希望を持って描くことができるよう、
双方向の対話により自ら考えながらライフデザインを描く
などの要素を取り入れ、将来のライフイベントについて考
える機会を提供

○参加者によるワークショップや報告会を実施することで、
多様なライフデザインに触れる機会を創出

取組例② 子育て家庭やこどもとのふれあい体験

○乳幼児と直接ふれあう体験をすることにより、命の大切さ
や、乳幼児との関わり方等について学び、結婚・子育てに
対する理解を深める 【乳幼児ふれあい体験】

○子育て世帯を訪問し、子育て・家事の体験や子育て世帯
との意見交換等を行うことを通じて、結婚・子育てについ
て考える 【子育て体験プログラム】

21



○結婚支援事業者から講師を招き、結婚を希望する若い世代や、結婚支援センターの職員・相談員を
対象として、マッチングアプリを適切に利用するためのセミナーを開催

○例えば第三者機関の認証を受けている等により、安全が十分に確保されていることを確認した結婚
支援事業者と連携し、その適切な利用方法の説明などにより利用希望者を支援

○結婚を希望する若い世代の恋愛や結婚に対する様々な悩みに対応するため、結婚支援事業者の
知見を活用しながら、出会いをテーマとした恋愛・結婚相談会を開催

○自治体の結婚支援センターと民間の結婚支援事業者の登録者が垣根を越えてマッチングできたり、
官民問わず交流イベント等に関する情報を提供するなど、官民連携型プラットフォームを構築

【主な対象経費】 プラットフォーム構築費、相談会開催費、講師諸謝金、会場使用料 等

重点メニュー③ （補助率3/4）

～結婚支援事業者との官民連携型結婚支援～

結婚支援の専門的な知見を持つ民間の結婚支援事業者（結婚相談所、仲人、マッチングアプリ等）と自治体が連携すること
により、相互の利点を活かして結婚を希望する若い世代のニーズを踏まえた結婚支援を推進する取組

取組例② 結婚支援事業者の知見を活用した出会いに関する相談会

取組例④ マッチングアプリの適切な利用に関するセミナー

取組例① 官民連携型プラットフォーム

取組例③ 安全な結婚支援事業者の利用に関する取組
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こども未来戦略「加速化プラン」
について
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こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント
１．若い世代の所得向上に向けた取組

高等教育（大学等）

出産育児一時金の引き上げ

出産等の経済的負担の軽減

STEP
1

STEP
2

出産費用の保険適用の検討

「費用の見える化」・「環境整備」

50万円に

大幅引き上げ
42万円

2023年度から実施中

高等教育費の負担軽減を拡充

 ・給付型奨学金等を世帯年収約600万円までの多子世帯等に拡充

 ・多子世帯の学生等については授業料等を無償とする

 修士段階の授業料後払い制度の導入
 貸与型奨学金の返還の柔軟化

出産・子育て応援交付金
 10万円相当の経済的支援

①妊娠届出時（5万円相当）

②出生届出時（５万円相当×こどもの数）

2022年度から実施中（2025年度から制度化）

妊娠時から出産・子育てまで一貫支援

支給金額 ３歳未満 ３歳～高校生年代

第１子・第２子 月額１万５千円 月額１万円

第３子以降 月額３万円

児童手当の拡充

所得制限を撤廃
高校生年代まで延長

すべてのこどもの育ちを支える
基礎的な経済支援としての位置づけを明確化

第３子以降は３万円

３人の子がいる家庭では、
総額で最大400万円増の1100万円

賃上げ（「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の２つの好循環）

三位一体の労働市場改革（リ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、

  成長分野への労働移動の円滑化）

非正規雇用労働者の雇用の安定と質の向上（同一労働同一賃金の徹底、希望する非正規雇用労働者の正規化）

＊ 多子加算のカウン
ト方法を見直し

2024年度から実施

2025年度から実施

2026年度を目途に検討

2024年度から実施

2024年度から実施

拡充後の初回の支給は2024年12月（2024年10月分から拡充）

妊娠・出産時からの支援強化

伴走型相談支援
 様々な不安・悩みに応え、ニーズに応じた
 支援につなげる

24

子育て世帯への住宅支援

公営住宅等への優先入居等
今後10年間で計３０万戸

2024年2月から実施

実施中

こどもの人数等に応じて最大１％（５年間）の引下げ

※住宅の省エネ性能が高い場合等は、６年目以降も金利引下げの対象となる場合あり

フラット35の金利引下げ



こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント

２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

切れ目なくすべての子育て世帯を支援

「こども誰でも通園制度」を創設
・月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組み

保育所：量の拡大から質の向上へ
・76年ぶりの配置改善：（４・５歳児）30対１→25対１（１歳児）６対１→５対１

・民間給与動向等を踏まえた保育士等の更なる処遇改善

・「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの質・量の拡充

多様な支援ニーズへの対応
・貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児等への支援強化

  ・児童扶養手当の拡充
・こどもの補装具費支給制度の所得制限の撤廃

※2024年度から本格実施を見据えた試行的事業を実施（2023年度からの実施も可能）
※2025年度から制度化・2026年度から給付化し全国の自治体で実施

４・５歳児は2024年度から実施、
１歳児は2025年度以降加速化プラン期間中の早期に実施

2023年度から実施

2023年度から順次実施

拡充後の初回の支給は2025年1月(2024年11月分から拡充)

2024年度から実施

2024年度から常勤職員配置の改善を実施

25



こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント

３．共働き・共育ての推進

育休を取りやすい職場に

男性の
育休取得率目標 85％へ大幅引き上げ（2030年） ※2022年度：17.13％

男性育休を当たり前に

育児休業取得率の開示制度の拡充

中小企業に対する助成措置を大幅に強化
・業務を代替する周囲の社員への応援手当支給の助成拡充

 出生後の一定期間に男女で育休を取得することを促進するため給付率を手取り10割相当に 2025年度から実施

2025年度から実施

2024年１月から実施

26

育児期を通じた柔軟な働き方の推進

子が３歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主が、テレワーク、時短勤務等の中から２以上措置

時短勤務時の新たな給付

国民年金第１号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置

2025年10月から実施

2025年度から実施

利用しやすい柔軟な制度へ

2026年10月から実施



2024年度
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共
育

て
の
推
進

出産・子育て応援交付金（10万円と伴走型相談支援）（R4補正予算で創設） 子ども・子育て支援法の新たな給付と児童福祉法の相談支援事業として実施

出産育児一時金の大幅な引上げ（42万円→50万円）

年収の壁・支援強化パッケージ

保育士等の処遇改善（R5年補正予算で対応）

「フラット３５」について、こどもの人数等に応じて住宅ローン金利を引き下げる制度の開始

児童手当の抜本的拡充

保育士等の職員配置基準の見直し（ 4・5歳児：30対1から25対1に改善） ※1歳児：6対1から5対1についても早期に実施

大学等の授業料等減免と給付型奨学金の対象を多子世帯や理工農系の学生等の中間層(世帯年収約600万円)に拡大

大学院修士段階における授業料後払い制度の導入

貸与型奨学金の減額返還制度について、利用可能な年収上限の引上げ等

放課後児童クラブの常勤職員配置の改善

病児保育の基本分単価の引上げ

児童扶養手当の所得限度額の引き上げや３人以上の多子世帯への手当額の拡充

多子世帯の大学等の授業料等を所得制限なく一定額まで無償化

産後ケア事業の計画的な提供体制の整備
（子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業に位置付け）

保育所等における継続的な経営情報の見える化

こども誰でも通園制度（試行的事業の実施）
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業に位置付け

子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として実施

こどもの補装具費支給制度の所得制限の撤廃

業務を代替する周囲の社員への応援手当支給の助成拡充

両親ともに育児休業を取得した場合の育児休業給付の給付率の引上げ

育児時短就業給付の創設
自営業・フリーランス等
の国民年金第１号被保
険者の育児期間に係る
保険料免除措置を創設

10月

教育訓練給付の給付率等を含めた拡充

訓練期間中の生活を支えるための新たな給付や融資制度の創設

加速化プランの実施スケジュール（2026年度までの主なもの）

4月 10月 2月 10月4月 11月 4月1月 10月 4月
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「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保

28

こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）より抜粋

総務省「令和７年度地方財政対策の概要」より抜粋

Ⅲ－２．「加速化プラン」を支える安定的な財源の確保 

（財源の基本骨格） 
① 財源については、国民的な理解が重要である。既定予算の最大限の活用等を行うほか、2028 年度までに

徹底した歳出改革等を行い、それによって得られる公費節減の効果及び社会保険負担軽減の効果を活用す
る。歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果27を生じさせ、その範囲内で支援金制度を
構築することにより、実質的な負担が生じないこととする。
「加速化プラン」の実施が完了する 2028 年度までに、②の既定予算の最大限の活用等、③の歳出改革に

よる公費節減及び支援金制度の構築により、3.6 兆円程度の安定財源を確保する（28）。
なお、消費税などこども・子育て関連予算充実のための財源確保を目的とした増税は行わない。

（28）こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、「加速化プラン」の地方
財源もこの中で併せて確保する。



こども・子育て支援事業債

３．事業期間 令和10年度までの５年間 （「こども・子育て支援加速化プラン」の実施期間）

４．事業費 500億円

２．地方財政措置 充当率：９０％ 交付税措置率：５０％（機能強化を伴う改修）又は３０％（新築・増築）

○ 地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の

環境改善を速やかに実施できるよう、「こども・子育て支援事業費」及び「こども・子育て支援事業債」を引き続き確保

（例） ・ 子育て相談室          ・ あそびの広場
・ 科学、自然、音楽、調理などの体験コーナー

  ・ 子育て親子の交流の場

１．対象事業

（２）子育て関連施設の環境改善（１）こども・子育て支援機能強化に係る施設整備

（例） ・ 空調、遊具、防犯対策設備の設置
  ・ バリアフリー改修 ・園庭の整備（芝生化）
  ・ トイレの洋式化

地方単独事業（こども基本法に基づく都道府県・市町村こども計画に位置付け）として実施する以下の事業
・ 国庫補助事業に併せて実施する単独事業を含む

  ・ 社会福祉法人等に対する助成を含む

（トイレ環境改善） （園庭の整備、改修）（あそびの広場）（相談室）

【対象施設】  児童館、保育所などの児童福祉施設、
障害児施設、幼稚園 等

【対象施設】  公共施設、公用施設

29



１．趣旨
こどもや子育てにやさしい社会づくりの気運を高めるために、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て
中の方々を応援するといった社会全体の意識改革を進める。

２．取組の内容
 「こどもまんなか応援サポーター」の取組 ※「#こどもまんなかやってみた」をつけてSNSに投稿（令和５年５月～）
 「こどもまんなかアクション公式LINE」の開設 ＜現在はお友だち5.4万人超＞（令和５年８月～）
 「こどもまんなか応援サポーター」の好事例をこども家庭庁ＨＰに掲載。（令和５年９月～）
 自治体を主体としたリレーシンポジウムを各地で開催（令和５年10月～） 
・ 令和５年度は全国11か所で開催（和歌山県・神奈川県・奈義町・埼玉県・北九州市・北海道・愛媛県・福山市・大分県・福井県・
栃木市）
・ 令和６年度は全国18か所で開催予定（山形県・前橋市・北九州市・青森県・滋賀県・鹿児島市・新潟県・ 佐倉市・取手市・大田
区・京都市・ 仙台市・鳥取県・浜松市・羽咋市・呉市ほか）
・ 令和７年度は全国18か所程度で開催予定

 春・秋の「こどもまんなか月間」、夏休み期間など時機を捉えた広報施策やサポーターと連携した取組の実施。

※R7年度春の「こどもまんなか月間」については、事務連絡で詳細をお知らせいたします。

38道府県、312市区町村含む 2,524の団体・企業・個人がこどもまんなか応援サポー
ター参加。

※令和7年１月14日現在      

こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革「こどもまんなかアクション」

30



「こどもまんなか応援サポーター」への参加方法（登録手続き等不要、自主参加の取組です）

SNS(X、Instagram、YouTube）で発信する際にぜひ、＃こどもまんなかやってみた をつけて発信ください。
こども家庭庁は「いいね」やホームページ・公式LINEでの好事例紹介等でみなさまのアクションの見える化をサポートします。

「こどもまんなか」

１こどもまんなかの趣旨に賛同する。

２ サポーターご自身が考える「こどもまんなか」なアクションを実行する。
３ ご自身・団体のアクションを発信したり、地域社会に広く参加を呼びかける。

◆サポーターは「こどもまんなかマーク」を活用できます。
（詳細はHPへ）

こどもや若者の意見を聴き、その意見を尊重し、
こどもや若者にとってよいことは何かを考え、
自分ができるアクションを実践していきます。
どんなこどものことも考えていきます。

こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 こどもまんなかアクションこどもまんなかアクション

広がっています！「こどもまんなか応援サポーター」
3８道府県 312市区町村含む 企業・団体・個人の参加2,524に
拡大中 ※１月14日現在
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
応援サポーター１枚紙



こどもまんなかアクション
こどもまんなかアクションは、点（自治体）から面（地域の企業・団体ぐるみ）への広がりへ。

【都城市】
市内の企業・団体等のサポーターを募集し、取
組を市ＨＰで公開

【福山市】
・「子ども未来づくり100人委員会」
高・大学生はじめ100人以上の市民が
「子育て世代を支えるためのアクション」を
考える取組を実施。

【和歌山県】
・県内の子育て等を応
援する団体・企業から
応援団を募集し、活動
事例をHPやメルマガで
紹介

【庁サイト内でも紹介】
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こどもまんなかアクション

応援サポーターの取組好事例を庁のホームページやアクション公式LINEで紹介し、見える化。

LINE配信イメージ ホームページ掲載例

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-mannaka/case/

長浜市 門真市
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プレゼンテーションのノート
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「こどもまんなかアクション」リレーシンポジウム の開催

◆R７年度は
全国1８か所
程度の開催を
予定

自治体を主体とし、地域での課題解決に向けた取組紹介や意見交換等を自治体の要望に沿ってさまざまな形式で実施。
こども家庭庁から職員や地域の学生レポーターを派遣し、各政策の説明を行うとともに地域での気運醸成に協力する。

●学生レポーターによるレポート例：佐倉市●開催レポート例：滋賀県

こどもまんなかアクション
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
県のレポート（事務局）と、市町のレポート（学生）



令和６年度補正予算案 6.7億円
長官官房 総務課社会全体で子育てを応援する環境・意識の醸成

事業の目的
 「こどもまんなか社会」の実現に向けて、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中の方々などを応援
するといった社会全体の意識改革を進める必要がある。（ 『こども未来戦略』（令和５年12月22日閣議決定） ）

 気運醸成には、多様なアプローチによる複層的な働きかけが有効なことから、「加速化プラン」に基づく３年間の集中的な取組として「こども    
まんなかアクション」の展開や国民のニーズを踏まえた施策を進めるための戦略的広報を実施するとともに、職場慣行を含めた働き方の見直しや 
社会全体の構造・意識の改革に向け、全国民的な推進組織による民間主導の取組を支援する 。

 「こどもまんなか」の認知率の向上等により「こども・子育てにやさしい社会の実現」に向かっていると考えている人の割合70％の実現を図る。

事業の概要
１．こどもまんなかアクションの推進

地方自治体、企業、個人などによる「こどもまんなか応援サポーター」の自主的
な取組をメディア、SNS、イベント・シンポジウムを通じた情報発信により見える
化することで、新たな取組や団体同士のつながりを引き出し、こどもまんなかな行
動（アクション）の広がりを生み、気運醸成を図る。
国や地方自治体のみならず、地域社会、企業、NPOなど様々な関係者がセクター

を超えた連携・取組の推進を図るため、春と秋の「こどもまんなか月間」及び夏休
み期間など時機を捉えたキャンペーンの実施等を行う。

実施主体等

【実施主体】国（民間事業者等へ委託）

２．社会の気運醸成に向けた全国民的な推進組織による取組の支援
社会全体の構造・意識の改革は、各層・各界の交流や気づきの共有・広がりによ

り達成されると期待できることから、経済界・労働界、地方自治体や若者世代と
いった幅広い人々が参画した、全国民的な推進組織による取組を支援する。
具体的には、企業・地域社会などの構成員や若い世代の意識が高まり、それぞれ

の行動変容に結びつくよう、全国民的な推進組織が行う広報内容や手法の検討、広
報・意識醸成コンテンツの作成、対面・メディア・SNS等の各種媒体を活用した発
信等の取組を支援する。

35





「こどもの福祉と保健に関する状況報告」の報告表（移管対象表）
Ｒ６ 福祉行政報告例

第22 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付

第43 児童相談経路別児童受付

第44 児童相談種類別児童受付

第45 児童相談種類別対応件数

第46 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・措置解除

第47 一時保護児童

第48 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等

第49 児童相談所における養護相談の理由別対応件数

第49の2 市町村における養護相談の理由別対応件数

第50 児童福祉施設・在所者

第52 助産施設・母子生活支援施設在所者

第54 保育所・在所者（４月１日現在）

第54の2 幼保連携型認定こども園・在所者（４月１日現在）

第54の3 保育所及び幼保連携型認定こども園における入退所者の状況

第56 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

第57 里親及び小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）に委託されている児童

第61 児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況 （※月報）

【別紙】

Ｒ６ 衛生行政報告例

第52 不妊手術

第53 人工妊娠中絶

Ｒ６ 地域保健・健康増進事業報告

2(1) 母子保健（妊娠の届出）

2(2) 母子保健（健康診査）

2(3) 母子保健（保健指導）

2(4) 母子保健（訪問指導） →（黒）そのまま移管 →（赤）見直しの上で移管 ×廃止

×

×
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①必要な情報を最適に届ける仕組みの構築（子育て支援制度レジストリの整備）
2024年度中に、未就学児を対象とした支援制度から、全国の子育て支援制度を網
羅的に調査
子育て支援制度レジストリ（データベース）を国が整備、民間の子育てアプリと連携
2025年度以降、日常使う子育てアプリに、必要な情報を最適なタイミングで先回りし
てスマートに配信、子育て世帯が自ら調べて把握する時間の削減や子育て支援制度の
利用率向上を目指す

こども政策DXの具体的な取組①

②出生届のオンライン化
2024年8月に、希望する市区町村について、出生証明書の画像添付方式による出生
届のオンライン化を実現
2026年度を目途に、マイナポータルから戸籍情報連携システムを介した出生届のオン
ライン届出を可能とし、全市区町村での実施を目指す。
出生証明書については、医療機関から自治体に直接提出を可能に

こども家庭庁
総務省、デジタル庁、他

法務省、厚生労働省
デジタル庁、こども家庭庁
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※ PMH（Public Medical Hub）：住民、医療機関、自治体の間で母子保健情報を迅速に共有・活用するための情報連携基盤。

こども政策DXの具体的な取組②
③母子保健ＤＸの推進
全国共通の情報連携基盤（PMH※）を整備し、スマホでの健診受診・健診結果の
確認を可能とすることで、利便性の向上を実現
電子版母子健康手帳の在り方について、有識者を構成員とした検討会において、課題
と対応を整理し、この議論を踏まえ、ガイドラインを作成
これらの取組により、電子版母子健康手帳の普及を含む
 母子保健DXの全国展開を目指す。

④里帰りをする妊産婦への支援
里帰り先と住民票所在地の自治体で切れ目のない支援を提供するとともに、煩雑な手
続を不要にし利便性の向上を実現
自治体や子育て経験者に対する里帰りに関する実態やニーズを調査するとともに、里
帰りに係る情報連携のための制度改正を行ったところであり、引き続き、
里帰り妊産婦に係る母子保健情報の自治体間の情報連携を
可能とするため、PMHを整備

こども家庭庁、
デジタル庁

こども家庭庁、
デジタル庁
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こども家庭庁
デジタル庁

こども政策DXの具体的な取組③

⑤保育DXによる現場の負担軽減
フェーズ１：保育DXの前提としてのICT環境整備 
2025度中に100％を目指し保育所等のICT導入や業務支援アプリの活用を推進
フェーズ２で整備する基盤の標準仕様の検討を踏まえ、段階的・計画的にICTの環境
整備

フェーズ２：保育DX（データ連携による付加価値の創出）
給付・監査等の業務の標準化 、保育施設等や自治体の業務システムと連携した施設
管理プラットフォームの整備により事務負担を大幅に軽減
保育所入所申請事務や届出情報の標準化、再調整等の申請手続の簡素化
保活情報連携基盤を構築し、情報収集や施設見学予約、窓口申請等の一連の保活
をワンストップで完結
就労証明書については追加項目を精査・標準化、オンライン提出を可能とする
※デジ田交付金TYPE Sを活用して保育業務のワンスオンリー、保活ワンストップを試行
 フェーズ１から２への移行を支える取組として、保育ICTラボへの支援を検討。
ロールモデルの創出と横展開を図る
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こども政策DXの具体的な取組④

⑥放課後児童クラブDXの推進
利用者、事業所、自治体の負担軽減等のため、自治体や事業所の放課後児童クラブ

DXを推進
利用申請のオンライン化や利用調整の円滑化、こどもの利用状況の把握、保護者との連
絡調整等をICTによって推し進めるため、業務内容の整理を進めるとともに、利用手続や
事業運営に関するDX推進実証事業を実施

⑦こどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進
2024年度中に児童相談所やこども家庭センターにおけるデジタル技術の活用状況を把
握。業務フロー内でデジタル技術の活用により効率化が期待される業務プロセスを整
理
その結果も踏まえ、他のこども・子育て分野等のDXの取組と連動しながら、児童相談所
（都道府県等）やこども家庭センター（市町村）の業務支援アプリ等の活用を含め
たICT化をより一層推進

こども家庭庁

こども家庭庁

41


	全国こども政策関係部局長会議
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	本日のアウトライン
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	自治体こども計画策定のためのガイドライン
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	こども未来戦略　「加速化プラン」 施策のポイント
	こども未来戦略　「加速化プラン」 施策のポイント
	こども未来戦略　「加速化プラン」 施策のポイント
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42

